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１ 特別会計の設置に関する条例（昭和39年神奈川県条例第75号）新旧対照表 

改 正 現 行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 事務の内容 名称 事務の内容 

 （略）  （略） 

 地方独立行政法人神奈

川県立病院機構資金会

計 

地方独立行政法人神奈川

県立病院機構に係る地方

債及び同機構に対する貸

付金の管理に関するこ

と。 

 地方独立行政法人神奈

川県立病院機構資金会

計 

地方独立行政法人神奈川

県立病院機構に係る地方

債及び同機構に対する貸

付金の管理に関するこ

と。 

 神奈川県中小企業資金

会計 

独立行政法人中小企業基

盤整備機構から資金の貸

付けを受けて行う中小企

業者その他の事業者の事

業活動の活性化に係る事

業又は中小企業者その他

の事業者の事業活動の活

性化に係る事業を行う独

立行政法人中小企業基盤

整備機構に対する資金の

貸付けに関すること。 

 （新設） 

 （略）  （略） 
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２ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 手数料 ２ 手数料 

 名称 根拠規定   名称 根拠規定  

 １～９ （略）    １～９ （略）   

 10 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

  10 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

 

 漁業許可申請手数料   ５トン以上の漁船を

使用して行う漁業に

係る漁業許可申請手

数料 

 

 漁業許可変更許可申

請手数料 

  ５トン以上の漁船を

使用して行う漁業に

係る漁業許可変更許

可申請手数料 

 

 （略）   （略）  

 11～19 （略）    11～19 （略）   

 20 （略） 神奈川県建築基準条例

（昭和35年神奈川県条

例第28号）第52条の19 

  20 （略） 神奈川県建築基準条例

（昭和35年神奈川県条

例第28号）第52条の19 

 

 特殊建築物等敷地許

可申請手数料 

  特殊建築物等敷地許

可申請手数料 

 

 住宅等の容積率の算

定の基礎となる延べ

面積に係る認定申請

手数料 

  （新設）  

 （略）   （略）  

建築物の高さの特例

認定申請手数料 

建築物の高さの特例

認定申請手数料 

 再生可能エネルギー

源の利用に資する設

備の設置等に関する

建築物の高さの特例

許可申請手数料 

  （新設）  

 （略）   （略）  

 特例容積率適用地区

における建築物の高

さの特例許可申請手

数料 

  特例容積率適用地区

における建築物の高

さの特例許可申請手

数料 

 

 高度地区における再

生可能エネルギー源

の利用に資する設備

の設置等に関する建

築物の高さの特例許

可申請手数料 

  （新設）  

 （略）   （略）  

 公告認定対象区域内

における建築物の認

定申請手数料 

  同一敷地内認定建築

物以外の建築物の建

築認定申請手数料 

 

 公告認定対象区域内

における建築物の特

例許可申請手数料 

  同一敷地内認定建築

物以外の建築物の特

例許可申請手数料 
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改    正 現    行 

 公告許可対象区域内

における建築物の許

可申請手数料 

  同一敷地内許可建築

物以外の建築物の建

築許可申請手数料 

 

 （略）   （略）  

 21～30 （略）    21～30 （略）   

 31 （略） 神奈川県道路交通法関

係手数料条例（平成12

年神奈川県条例第18号）

第２条 

  31 （略） 神奈川県道路交通法関

係手数料条例（平成12

年神奈川県条例第18号）

第２条 

 

 駐車監視員資格者証

再交付手数料 

  駐車監視員資格者証

再交付手数料 

 

 特定自動運行許可申

請手数料 

  （新設）  

特定自動運行計画変

更許可申請手数料 

（新設） 

 （略）   （略）  

 32 （略）    32 （略）   
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３ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 環境農政局関係 ４ 環境農政局関係 

手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額 手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額 

 １～10 （略）   １～10 （略）  

 11 漁業法（昭

和24年法律

第267号）第

57条第１項

又は第119条

第１項の規

定に基づく

漁業の許可

の申請に対

する審査 

漁業許

可申請

手数料 

3,000円   11 漁業法（昭

和24年法律

第267号）第

57条第１項

又は第119条

第１項の規

定に基づく

５トン以上

の漁船を使

用して行う

漁業に係る

漁業の許可

の申請に対

する審査 

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

申請手

数料 

2,900円  

12 漁業法第

57条第１項

又は第 119

条第１項の

規定に基づ

く漁業許可

の変更の許

可の申請に

対する審査 

漁業許

可変更

許可申

請手数

料 

2,500円 12 漁業法第

57条第１項

又は第119条

第１項の規

定に基づく

５トン以上

の漁船を使

用して行う

漁業に係る

漁業許可の

変更の許可

の申請に対

する審査 

５トン

以上の

漁船を

使用し

て行う

漁業に

係る漁

業許可

変更許

可申請

手数料 

2,400円 

 12の２ 漁業

法第119条第

２項の規定

に基づく規

則で定める

水産動植物

の採捕に係

る許可の申

請に対する

審査 

水産動

植物の

採捕に

係る許

可の申

請手数

料 

4,200円 （新設） 

 13～48 （略）  13～48 （略）  

 48の２ 家畜

伝染病予防

法第50条の

規定に基づ

く許可に係

動物用

生物学

的製剤

取扱手

数料 

豚熱予防液１頭１回につ

き 

70円 

（新設） 
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改    正 現    行 

る動物用生

物学的製剤

の交付及び

検査 

 49～100 （略）  49～100 （略）  

５～７ （略） 

８ 県土整備局関係 

５～７ （略） 

８ 県土整備局関係 

手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額 手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額 

 １～48の２ 

（略） 

 １～48の２ 

（略） 

 49 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律（平成24

年法律第84

号）第53条第

１項の規定

に基づく低

炭素建築物

新築等計画

の認定の申

請に対する

審査（次項及

び51の項に

該当する場

合を除く。） 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

 

 

 

 

⑴ 一戸建ての住宅（建

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

（平成28年経済産業

省、国土交通省令第１

号）第10条第２号イ⑵

及びロ⑵に適合するも

のとして申請されたも

のに限る。）の場合 次

に掲げる一戸建ての住

宅の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

１万7,000円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

１万9,000円 

⑵ 一戸建ての住宅（⑴

に該当するものを除

く。）の場合 次に掲

げる一戸建ての住宅の

床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金

額 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

３万4,000円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

３万8,000円 

⑶ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

 49 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律（平成24

年法律第84

号）第53条第

１項の規定

に基づく低

炭素建築物

新築等計画

の認定の申

請に対する

審査（次項及

び51の項に

該当する場

合を除く。） 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

 

 

 

 

⑴ 一戸建ての住宅（人

の居住の用以外の用途

に供する部分を有しな

いものに限る。以下同

じ。）の場合 

３万4,000円 

（新設） 

⑵ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場
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改    正 現    行 

合 当該申請に係る建

築物の部分について、

次に掲げる建築物の部

分の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額を合

算した金額 

ア 住宅部分（建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律（平成27年法律第

53号）第11条第１項

に規定する住宅部分

をいう。以下同じ。）

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第２

号イ⑵及びロ⑵に適

合するものとして申

請された建築物に係

るものに限る。） 次

に掲げる住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

３万3,000円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

５万7,000円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

10万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

16万円 

合 当該申請に係る建

築物の部分について、

次に掲げる建築物の部

分の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額を合

算した金額 

ア 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の

一戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下

同じ。）の住戸の部

分 次に掲げる共同

住宅等の総戸数の区

分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

(ア) 総戸数が１戸

の共同住宅等 

３万4,000円 

(イ) 総戸数が１戸

を超え５戸以内の

共同住宅等 

６万9,000円 

(ウ) 総戸数が５戸

を超え10戸以内の

共同住宅等 

９万7,000円 

(エ) 総戸数が10戸

を超え25戸以内の

共同住宅等 

14万円 

(オ) 総戸数が25戸

を超え50戸以内の

共同住宅等 

20万円 

(カ) 総戸数が50戸

を超え100戸以内

の共同住宅等 
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改    正 現    行 

イ 住宅部分（アに該

当するものを除く。） 

次に掲げる住宅部分

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

６万9,000円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

12万円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

20万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

28万円 

28万円 

(キ) 総戸数が100

戸を超え200戸以

内の共同住宅等

38万円 

(ク) 総戸数が200

戸を超え300戸以

内の共同住宅等

50万円 

(ケ) 総戸数が300

戸を超える共同住

宅等 

59万円 

イ 共用部分 次に掲

げる共用部分の床面

積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

11万円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物 

14万円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物 

18万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物 

28万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物 

36万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート
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改    正 現    行 

ウ 非住宅部分（建築

物のエネルギー消費

性能の向上に関する

法律第11条第１項に

規定する非住宅部分

をいう。以下同じ。）

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第１

号イ⑵及びロ⑵（非

住宅部分の全部を工

場等の用途に供する

場合又は非住宅部分

のうち増築、改築又

は修繕等をする部分

が一次エネルギー消

費量モデル建築物を

用いる評価方法によ

り建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令の一部を改

正する省令（令和４

年経済産業省、国土

交通省令第１号）附

則第３項の一次エネ

ルギー消費量に関す

る国土交通大臣が定

める基準に適合する

と認められる場合

（以下「外皮基準不

適用の場合」とい

う。）にあっては、

同号ロ⑵）の評価方

法により申請された

建築物に係るものに

限る。） 次に掲げ

る非住宅部分の床面

積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

８万7,000円 

ル以内の建築物

43万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物 

50万円 

（新設） 
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改    正 現    行 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物 

11万円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物 

15万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

24万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上１万平方

メートル未満の建

築物 

31万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

平方メートル未満

の建築物 

37万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物 

44万円 

エ 非住宅部分（ウに

該当するものを除

く。） 次に掲げる

非住宅部分の床面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

23万円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物

29万円 

ウ 非住宅部分 次に

掲げる非住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

24万円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物

30万円
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改    正 現    行 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物

37万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物

53万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上１万平方

メートル未満の建

築物

65万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

平方メートル未満

の建築物

77万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物

87万円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物

38万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物

55万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物

67万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

79万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物

90万円 

 50 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第53条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画（同法第54

条第１項各

号に掲げる

基準に適合

しているこ

とにつき、あ

らかじめ登

録住宅性能

評価機関又

は建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第15

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた低

炭素建

築物新

築等計

画の認

定申請

手数料 

 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合

4,700円 

⑵ 一の建築物の場合

当該申請に係る建築物

の部分について、次に

掲げる建築物の部分の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を合算し

た金額

ア 住宅部分 次に掲

げる住宅部分の床面

積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

9,400円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

 50 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第53条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画（同法第54

条第１項各

号に掲げる

基準に適合

しているこ

とにつき、あ

らかじめ登

録住宅性能

評価機関又

は建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律（平成

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた低

炭素建

築物新

築等計

画の認

定申請

手数料 

 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合

4,900円 

⑵ 一の建築物の場合

当該申請に係る建築物

の部分について、次に

掲げる建築物の部分の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を合算し

た金額

ア 共同住宅等の住戸

の部分 次に掲げる

共同住宅等の総戸数

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

(ア) 総戸数が１戸

の共同住宅等 

4,900円 

(イ) 総戸数が１戸

を超え５戸以内の

共同住宅等 
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改    正 現    行 

条第１項に

規定する登

録建築物エ

ネルギー消

費性能判定

機関（以下

「登録住宅

性能評価機

関等」とい

う。）による

審査を受け

たものに限

る。）の認定

の申請に対

する審査（次

項に該当す

る場合を除

く。）

メートル未満の建

築物 

２万円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

４万5,000円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

８万1,000円 

（削除） 

27年法律第

53号）第15

条第１項に

規定する登

録建築物エ

ネルギー消

費性能判定

機関（以下

「登録住宅

性能評価機

関等」とい

う。）による

審査を受け

たものに限

る。）の認定

の申請に対

する審査（次

項に該当す

る場合を除

く。）

9,600円 

(ウ) 総戸数が５戸

を超え10戸以内の

共同住宅等 

１万6,000円 

(エ) 総戸数が10戸

を超え25戸以内の

共同住宅等 

２万7,000円 

(オ) 総戸数が25戸

を超え50戸以内の

共同住宅等 

４万5,000円 

(カ) 総戸数が50戸

を超え100戸以内

の共同住宅等 

８万1,000円 

(キ) 総戸数が100

戸を超え200戸以

内の共同住宅等

13万円 

(ク) 総戸数が200

戸を超え300戸以

内の共同住宅等

16万円 

(ケ) 総戸数が300

戸を超える共同住

宅等 

17万円 

イ 共用部分 次に掲

げる共用部分の床面

積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

9,600円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物 

１万7,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000
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改    正 現    行 

イ 非住宅部分 次に

掲げる非住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

9,400円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物

１万6,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物

２万7,000円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

平方メートル以内

の建築物 

２万7,000円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物 

８万1,000円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物 

13万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

16万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物 

20万円 

ウ 非住宅部分 次に

掲げる非住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

9,600円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物

１万7,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物

２万7,000円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内
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改    正 現    行 

建築物 

８万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上１万平方

メートル未満の建

築物

13万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

平方メートル未満

の建築物

16万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物

20万円 

の建築物 

８万1,000円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物

13万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

16万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物

20万円 

 51 （略）  51 （略） 

52 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画の変更の

認定の申請

に対する審

査（前項及び

次項に該当

する場合を

除く。） 

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料 

 

 

 

⑴ 一戸建ての住宅（建

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第10条第２号イ⑵及び

ロ⑵に適合するものと

して申請されたものに

限る。）の場合 次に

掲げる一戸建ての住宅

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

8,500円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

9,500円 

⑵ 一戸建ての住宅（⑴

に該当するものを除

く。）の場合 次に掲

げる一戸建ての住宅の

床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金

額 

 52 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画の変更の

認定の申請

に対する審

査（前項及び

次項に該当

する場合を

除く。） 

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料 

 

 

 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合 

１万7,000円 

⑵ 既に計画の認定を受

けた共同住宅等の住戸

の部分の場合（住戸の

部分のみの申請をする

場合に限る。） 次に

掲げる当該共同住宅等

に係る計画の変更の認

定について同時に申請

された住戸の数（以下

この項及び次項におい

て「変更申請戸数」と

いう。）の区分に応じ、

 

- 13 -



改    正 現    行 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

１万7,000円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

１万9,000円 

⑶ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合 当該申請に係る建

築物の部分（既に計画

の認定を受けた部分で

変更しない部分を含

む。）について、次に

掲げる建築物の部分の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を合算し

た金額

それぞれ次に定める金

額 

ア 変更申請戸数が１

戸の共同住宅等 

１万7,000円 

イ 変更申請戸数が１

戸を超え５戸以内の

共同住宅等 

３万4,500円 

ウ 変更申請戸数が５

戸を超え10戸以内の

共同住宅等 

４万8,500円 

エ 変更申請戸数が10

戸を超え25戸以内の

共同住宅等 

７万円 

オ 変更申請戸数が25

戸を超え50戸以内の

共同住宅等 

10万円 

カ 変更申請戸数が50

戸を超え100戸以内

の共同住宅等 

14万円 

キ 変更申請戸数が

100戸を超え200戸以

内の共同住宅等 

19万円 

ク 変更申請戸数が

200戸を超え300戸以

内の共同住宅等 

25万円 

ケ 変更申請戸数が

300戸を超える共同

住宅等

29万5,000円 

⑶ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合（同時に住戸の部分

の申請をする場合を含

む。） 当該申請に係

る建築物の部分（既に

計画の認定を受けた部

分で変更しない部分を

含む。）について、次

に掲げる建築物の部分

（共用部分の審査を要

しない場合にあって
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改    正 現    行 

ア 既に計画の認定を

受けた住宅部分（共

用部分（住宅部分の

うち住戸以外の部分

をいう。以下同じ。）

の審査を要しない場

合にあっては、共用

部分を除く。以下こ

の項及び次項におい

て同じ。）（建築物

エネルギー消費性能

基準等を定める省令

第10条第２号イ⑵及

びロ⑵に適合するも

のとして申請された

建築物に係るものに

限る。） 次に掲げ

る住宅部分の床面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

１万6,500円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

２万8,500円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

５万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

８万円 

は、次のア、ウ及びエ

に掲げる建築物の部

分）の区分に応じそれ

ぞれ次に定める金額を

合算した金額 

ア 既に計画の認定を

受けた共同住宅等の

住戸の部分 次に掲

げる共同住宅等の総

戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

(ア) 総戸数が１戸

の共同住宅等 

１万7,000円 

(イ) 総戸数が１戸

を超え５戸以内の

共同住宅等 

３万4,500円 

(ウ) 総戸数が５戸

を超え10戸以内の

共同住宅等 

４万8,500円 

(エ) 総戸数が10戸

を超え25戸以内の

共同住宅等 

７万円 

(オ) 総戸数が25戸

を超え50戸以内の

共同住宅等 

10万円 

(カ) 総戸数が50戸

を超え100戸以内
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改    正 現    行 

イ 既に計画の認定を

受けた住宅部分（ア

に該当するものを除

く。） 次に掲げる

住宅部分の床面積の

区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

３万4,500円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

６万円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

10万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

14万円 

の共同住宅等 

14万円 

(キ) 総戸数が100

戸を超え200戸以

内の共同住宅等

19万円 

(ク) 総戸数が200

戸を超え300戸以

内の共同住宅等

25万円 

(ケ) 総戸数が300

戸を超える共同住

宅等 

29万5,000円 

イ 既に計画の認定を

受けた共用部分 次

に掲げる共用部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

５万5,000円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物 

７万円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物 

９万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物 

14万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物 

18万円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート
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改    正 現    行 

ウ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第１

号イ⑵及びロ⑵（外

皮基準不適用の場合

にあっては、同号ロ

⑵）の評価方法によ

り申請された建築物

に係るものに限る。） 

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

４万3,500円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物 

５万5,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物 

７万5,000円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

12万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上１万平方

メートル未満の建

築物 

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

21万5,000円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物 

25万円 

（新設） 

- 17 -



改    正 現    行 

15万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

平方メートル未満

の建築物 

18万5,000円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物 

22万円 

エ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（ウに該当するもの

を除く。） 次に掲

げる非住宅部分の床

面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

11万5,000円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物

14万5,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物

18万5,000円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物

26万5,000円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上１万平方

メートル未満の建

築物

32万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

ウ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

12万円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物

15万円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物

19万円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物

27万5,000円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物

33万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万
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平方メートル未満

の建築物 

38万5,000円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物

43万5,000円 

オ 新たに追加する住

宅部分又は非住宅部

分 49の項⑶の規定

の例により算定した

金額（この場合にお

いて、同項⑶中「床

面積」とあるのは、

「追加する床面積」

とする。） 

5,000平方メート

ル以内の建築物

39万5,000円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物

45万円 

エ 新たに追加する共

同住宅等の住戸の部

分、共用部分又は非

住宅部分 49の項⑵

の規定の例により算

定した金額（この場

合において、同項⑵

中「総戸数」とある

のは「追加する戸数」

と、「床面積」とあ

るのは「追加する床

面積」とする。） 

53 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画の変更の

認定の申請

に対する審

査（変更部分

について同

法第54条第

１項各号に

掲げる基準

に適合して

いることに

つき、あらか

じめ登録住

宅性能評価

機関等によ

る審査を受

けたものに

限り、51の項

に該当する

場合を除

く。） 

変更部

分につ

いての

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた低

炭素建

築物新

築等計

画の変

更認定

申請手

数料 

 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合

2,350円 

（削除） 

 53 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画の変更の

認定の申請

に対する審

査（変更部分

について同

法第54条第

１項各号に

掲げる基準

に適合して

いることに

つき、あらか

じめ登録住

宅性能評価

機関等によ

る審査を受

けたものに

限り、51の項

に該当する

場合を除

く。） 

変更部

分につ

いての

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた低

炭素建

築物新

築等計

画の変

更認定

申請手

数料 

 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合

2,450円 

⑵ 既に計画の認定を受

けた共同住宅等の住戸

の部分の場合（住戸の

部分のみの申請をする

場合に限る。） 次に

掲げる変更申請戸数の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア 変更申請戸数が１

戸の共同住宅等 

2,450円 

イ 変更申請戸数が１

戸を超え５戸以内の

共同住宅等 

4,800円 

ウ 変更申請戸数が５

戸を超え10戸以内の

共同住宅等 

8,000円 

エ 変更申請戸数が10

戸を超え25戸以内の

共同住宅等 

１万3,500円 

オ 変更申請戸数が25

戸を超え50戸以内の

共同住宅等 

２万2,500円 

カ 変更申請戸数が50
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⑵ 一の建築物の場合

当該申請に係る建築物

の部分（既に計画の認

定を受けた部分で変更

しない部分を含む。）

について、次に掲げる

建築物の部分の区分に

応じそれぞれ次に定め

る金額を合算した金額

ア 既に計画の認定を

受けた住宅部分 次

に掲げる住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

4,700円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

１万円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

戸を超え100戸以内

の共同住宅等 

４万500円 

キ 変更申請戸数が

100戸を超え200戸以

内の共同住宅等 

６万5,000円 

ク 変更申請戸数が

200戸を超え300戸以

内の共同住宅等 

８万円 

ケ 変更申請戸数が

300戸を超える共同

住宅等

８万5,000円 

⑶ 一の建築物の場合

（同時に住戸の部分の

申請をする場合を含

む。） 当該申請に係

る建築物の部分（既に

計画の認定を受けた部

分で変更しない部分を

含む。）について、次

に掲げる建築物の部分

（共用部分の審査を要

しない場合にあって

は、次のア、ウ及びエ

に掲げる建築物の部

分）の区分に応じそれ

ぞれ次に定める金額を

合算した金額 

ア 既に計画の認定を

受けた共同住宅等の

住戸の部分 次に掲

げる共同住宅等の総

戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

(ア) 総戸数が１戸

の共同住宅等 

2,450円 

(イ) 総戸数が１戸

を超え５戸以内の

共同住宅等 

4,800円 

(ウ) 総戸数が５戸

を超え10戸以内の

共同住宅等 
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方メートル未満の

建築物 

２万2,500円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

４万500円 

（削除） 

8,000円 

(エ) 総戸数が10戸

を超え25戸以内の

共同住宅等 

１万3,500円 

(オ) 総戸数が25戸

を超え50戸以内の

共同住宅等 

２万2,500円 

(カ) 総戸数が50戸

を超え100戸以内

の共同住宅等 

４万500円 

(キ) 総戸数が100

戸を超え200戸以

内の共同住宅等

６万5,000円 

(ク) 総戸数が200

戸を超え300戸以

内の共同住宅等

８万円 

(ケ) 総戸数が300

戸を超える共同住

宅等 

８万5,000円 

イ 既に計画の認定を

受けた共用部分 次

に掲げる共用部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

4,800円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物 

8,500円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物 

１万3,500円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー
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イ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

4,700円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の建

築物

8,000円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満の

建築物

１万3,500円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物

４万円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物 

４万500円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物 

６万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

８万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物 

10万円 

ウ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル以内の建築物

4,800円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内の

建築物

8,500円 

(ウ) 床面積の合計

が1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以内

の建築物

１万3,500円 

(エ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以内

の建築物

４万500円 

(オ) 床面積の合計

が5,000平方メー
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トル以上１万平方

メートル未満の建

築物

６万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ル以上２万5,000

平方メートル未満

の建築物

８万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートル以上の建

築物

10万円 

ウ 新たに追加する住

宅部分又は非住宅部

分 50の項⑵の規定

の例により算定した

金額（この場合にお

いて、同項⑵中「床

面積」とあるのは、

「追加する床面積」

とする。） 

トルを超え１万平

方メートル以内の

建築物

６万5,000円 

(カ) 床面積の合計

が１万平方メート

ルを超え２万

5,000平方メート

ル以内の建築物

８万円 

(キ) 床面積の合計

が２万5,000平方

メートルを超える

建築物

10万円 

エ 新たに追加する共

同住宅等の住戸の部

分、共用部分又は非

住宅部分 50の項⑵

の規定の例により算

定した金額（この場

合において、同項⑵

中「総戸数」とある

のは「追加する戸数」

と、「床面積」とあ

るのは「追加する床

面積」とする。） 

54 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第12

条第１項又

は第13条第

２項の規定

に基づく建

築物エネル

ギー消費性

能適合性判

定の申請又

は請求に対

する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定申

請等手

数料

⑴ 建築物エネルギー消

費性能基準等を定める

省令第１条第１項第１

号ロの評価方法による

申請又は請求をされた

建築物の場合（⑵に掲

げる場合を除く。） 次

に掲げる非住宅部分の

床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金

額

ア～カ （略）

⑵～⑷ （略）

 54 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第12

条第１項又

は第13条第

２項の規定

に基づく建

築物エネル

ギー消費性

能適合性判

定の申請又

は請求に対

する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定申

請等手

数料

⑴ 建築物エネルギー消

費性能基準等を定める

省令（平成28年経済産

業省、国土交通省令第

１号）第１条第１項第

１号ロの評価方法によ

る申請又は請求をされ

た建築物の場合（⑵に

掲げる場合を除く。） 

次に掲げる非住宅部分

（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第11条第１項に

規定する非住宅部分を

いう。以下この項から

57の項まで及び59の項

から63の項までにおい

て同じ。）の床面積の

区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

ア～カ （略）

⑵～⑷ （略）

55 （略）  55 （略） 

56 建築物の 建築物 ⑴ 一戸建ての住宅（建  56 建築物の 建築物 （新設） 
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エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

の申請に対

する審査（次

項及び58の

項に該当す

る場合を除

く。）

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第10条第２号イ⑵及び

ロ⑵に適合するものと

して申請されたものに

限る。）の場合 次に

掲げる一戸建ての住宅

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

１万7,000円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

１万9,000円 

⑵ 一戸建ての住宅（⑴

に該当するものを除

く。）の場合 次に掲

げる一戸建ての住宅の

床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金

額

ア・イ （略）

⑶ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合 当該申請に係る建

築物の部分について、

次に掲げる建築物の部

分の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額を合

算した金額

ア 住宅部分（共用部

分の審査を要しない

場合にあっては、共

用部分を除く。以下

この項、次項及び59

の項から62の項まで

において同じ。） 

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第２

号イ⑵及びロ⑵に適

合するものとして申

請された建築物に係

るものに限る。） 次

に掲げる住宅部分の

床面積の区分に応

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

の申請に対

する審査（次

項及び58の

項に該当す

る場合を除

く。）

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

⑴ 一戸建ての住宅の場

合 次に掲げる一戸建

ての住宅の床面積の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ （略）

⑵ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合 当該申請に係る建

築物の部分について、

次に掲げる建築物の部

分の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額を合

算した金額

（新設）
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じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

３万3,000円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

５万7,000円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

10万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

16万円 

イ 住宅部分（アに該

当するものを除く。） 

次に掲げる住宅部分

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア)～(エ) （略）

ウ 非住宅部分（建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令第10条第１号イ⑵

及びロ⑵（外皮基準

不適用の場合にあっ

ては、同号ロ⑵）の

評価方法により申請

された建築物に係る

ものに限る。） 次

ア 住宅部分（建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第11条第１項に規

定する住宅部分をい

う。ただし、共用部

分（住宅部分のうち

住戸以外の部分をい

う。）の審査を要し

ない場合にあって

は、共用部分を除く。

以下この項、次項及

び59の項から62の項

までにおいて同じ。） 

次に掲げる住宅部分

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア)～(エ) （略）

イ 非住宅部分（建築

物エネルギー消費性

能基準等を定める省

令第10条第１号イ⑵

及びロ⑵（非住宅部

分の全部を工場等

（同号に規定する工

場等をいう。59の項

において同じ。）の

用途に供する場合及
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に掲げる非住宅部分

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額 

(ア)～(キ) （略）

エ 非住宅部分（ウに

該当するものを除

く。） 次に掲げる

非住宅部分の床面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

(ア)～(キ) （略）

⑷ ２以上の建築物の場

合（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第34条第３項

に規定する他の建築物

を含む場合をいう。次

項、59の項及び60の項

において同じ。） 当

該計画に係る建築物に

ついて、次に掲げる建

築物の区分に応じそれ

ぞれ次に定める金額を

合算した金額

ア 申請に係る建築物

⑴、⑵又は⑶の規定

の例により算定した

金額

イ 他の建築物（ウに

掲げるものを除く。） 

⑴、⑵又は⑶の規定

の例により算定した

金額

ウ （略）

び同令附則第３条第

２項に該当する場合

にあっては、同号ロ

⑵）の評価方法によ

り申請された建築物

に係るものに限る。） 

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額

(ア)～(キ) （略）

ウ 非住宅部分（イに

該当するものを除

く。） 次に掲げる

非住宅部分の床面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

(ア)～(キ) （略）

⑶ ２以上の建築物の場

合（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関

する法律第34条第３項

に規定する他の建築物

を含む場合をいう。次

項、59の項及び60の項

において同じ。） 当

該計画に係る建築物に

ついて、次に掲げる建

築物の区分に応じそれ

ぞれ次に定める金額を

合算した金額

ア 申請に係る建築物

⑴又は⑵の規定の例

により算定した金額

イ 他の建築物（ウに

掲げるものを除く。） 

⑴又は⑵の規定の例

により算定した金額

ウ （略）

57 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた建

築物エ

ネルギ

ー消費

⑴・⑵ （略）

⑶ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額 

ア （略）

イ 他の建築物（ウに

掲げるものを除く。） 

 57 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた建

築物エ

ネルギ

ー消費

⑴・⑵ （略）

⑶ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額 

ア （略）

イ 他の建築物（ウに

掲げるものを除く。）  
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計画（同法第

35条第１項

第１号から

第３号まで

に掲げる基

準に適合し

ていること

につき、あら

かじめ登録

住宅性能評

価機関等に

よる審査を

受けたもの

又は住宅性

能評価を行

った住宅に

係るものに

限る。）の認

定の申請に

対する審査

（次項に該

当する場合

を除く。） 

性能向

上計画

等の認

定申請

手数料 

前項⑴、⑵又は⑶の

規定の例により算定

した金額 

ウ （略）

計画（同法第

35条第１項

第１号から

第３号まで

に掲げる基

準に適合し

ていること

につき、あら

かじめ登録

住宅性能評

価機関等に

よる審査を

受けたもの

又は住宅性

能評価を行

った住宅に

係るものに

限る。）の認

定の申請に

対する審査

（次項に該

当する場合

を除く。） 

性能向

上計画

等の認

定申請

手数料 

前項⑴又は⑵の規定

の例により算定した

金額 

ウ （略）

58 （略） 58 （略） 

59 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査（前項及

び次項に該

当する場合

を除く。）

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

⑴ 一戸建ての住宅（建

築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令

第10条第２号イ⑵及び

ロ⑵に適合するものと

して申請されたものに

限る。）の場合 次に

掲げる一戸建ての住宅

の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

ア 床面積の合計が

200平方メートル未

満の一戸建ての住宅

8,500円 

イ 床面積の合計が

200平方メートル以

上の一戸建ての住宅

9,500円 

⑵ 一戸建ての住宅（⑴

に該当するものを除

く。）の場合 次に掲

げる一戸建ての住宅の

床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金

額

ア・イ （略）

 59 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査（前項及

び次項に該

当する場合

を除く。）

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

（新設） 

⑴ 一戸建ての住宅の場

合 次に掲げる一戸建

ての住宅の床面積の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア・イ （略）
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⑶ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合 当該申請に係る建

築物の部分（既に計画

の認定を受けた部分で

変更しない部分を含

む。）について、次に

掲げる建築物の部分の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を合算し

た金額

ア 既に計画の認定を

受けた住宅部分（建

築物エネルギー消費

性能基準等を定める

省令第10条第２号イ

⑵及びロ⑵に適合す

るものとして申請さ

れた建築物に係るも

のに限る。） 次に

掲げる住宅部分の床

面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

(ア) 床面積の合計

が300平方メート

ル未満の建築物

１万6,500円 

(イ) 床面積の合計

が300平方メート

ル以上2,000平方

メートル未満の建

築物 

２万8,500円 

(ウ) 床面積の合計

が2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満の

建築物 

５万円 

(エ) 床面積の合計

が5,000平方メー

トル以上の建築物

８万円 

イ 既に計画の認定を

受けた住宅部分（ア

に該当するものを除

く。） 次に掲げる

住宅部分の床面積の

区分に応じ、それぞ

⑵ 一の建築物（一戸建

ての住宅を除く。次項

において同じ。）の場

合 当該申請に係る建

築物の部分（既に計画

の認定を受けた部分で

変更しない部分を含

む。）について、次に

掲げる建築物の部分の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を合算し

た金額

（新設）

ア 既に計画の認定を

受けた住宅部分 次

に掲げる住宅部分の

床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定

める金額
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れ次に定める金額 

(ア)～(エ) （略）

ウ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第１

号イ⑵及びロ⑵（外

皮基準不適用の場合

にあっては、同号ロ

⑵）の評価方法によ

り申請された建築物

に係るものに限る。） 

次に掲げる非住宅部

分の床面積の区分に

応じ、それぞれ次に

定める金額

(ア)～(キ) （略）

エ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（ウに該当するもの

を除く。） 次に掲

げる非住宅部分の床

面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額

(ア)～(キ) （略）

オ 新たに追加する住

宅部分又は非住宅部

分 56の項⑶の規定

の例により算定した

金額（この場合にお

いて、同項⑶中「床

面積」とあるのは、

「追加する床面積」

とする。）

⑷ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額

ア 申請に係る建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの ⑴、

⑵又は⑶の規定の例

(ア)～(エ) （略）

イ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（建築物エネルギー

消費性能基準等を定

める省令第10条第１

号イ⑵及びロ⑵（非

住宅部分の全部を工

場等の用途に供する

場合及び同令附則第

３条第２項に該当す

る場合にあっては、

同号ロ⑵）の評価方

法により申請された

建築物に係るものに

限る。） 次に掲げ

る非住宅部分の床面

積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

(ア)～(キ) （略）

ウ 既に計画の認定を

受けた非住宅部分

（イに該当するもの

を除く。） 次に掲

げる非住宅部分の床

面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額

(ア)～(キ) （略）

エ 新たに追加する住

宅部分又は非住宅部

分 56の項⑵の規定

の例により算定した

金額（この場合にお

いて、同項⑵中「床

面積」とあるのは、

「追加する床面積」

とする。）

⑶ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額

ア 申請に係る建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの ⑴又

は⑵の規定の例によ
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により算定した金額 

イ 既に計画の認定を

受けた他の建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの（ウに

掲げるものを除く。） 

⑴、⑵又は⑶の規定

の例により算定した

金額 

ウ （略） 

エ 新たに計画に追加

する建築物（オに掲

げるものを除く。） 

56の項⑴、⑵又は⑶

の規定の例により算

定した金額 

オ （略） 

り算定した金額 

イ 既に計画の認定を

受けた他の建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの（ウに

掲げるものを除く。） 

⑴又は⑵の規定の例

により算定した金額 

 

ウ （略） 

エ 新たに計画に追加

する建築物（オに掲

げるものを除く。） 

56の項⑴又は⑵の規

定の例により算定し

た金額 

 オ （略） 

 60 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査（変更部

分について

同法第35条

第１項第１

号から第３

号までに掲

げる基準に

適合してい

ることにつ

き、あらかじ

め登録住宅

性能評価機

関等による

審査を受け

たものに限

り、58の項に

該当する場

合を除く。） 

変更部

分につ

いての

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

の変更

認定申

請手数

料 

  

 

⑴・⑵ （略） 

⑶ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額 

ア （略） 

イ 既に計画の認定を

受けた他の建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの（ウに

掲げるものを除く。） 

前項⑴、⑵又は⑶の

規定の例により算定

した金額 

ウ （略） 

エ 新たに計画に追加

する建築物（オに掲

げるものを除く。） 

56の項⑴、⑵又は⑶

の規定の例により算

定した金額 

オ （略） 

  60 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査（変更部

分について

同法第35条

第１項第１

号から第３

号までに掲

げる基準に

適合してい

ることにつ

き、あらかじ

め登録住宅

性能評価機

関等による

審査を受け

たものに限

り、58の項に

該当する場

合を除く。） 

変更部

分につ

いての

登録住

宅性能

評価機

関等に

よる審

査を受

けた建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能向

上計画

の変更

認定申

請手数

料 

  

 

⑴・⑵ （略） 

⑶ ２以上の建築物の場

合 当該計画に係る建

築物について、次に掲

げる建築物の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を合算した金額 

ア （略） 

イ 既に計画の認定を

受けた他の建築物

で、建築物のエネル

ギー消費性能に変更

が生じるもの（ウに

掲げるものを除く。） 

前項⑴又は⑵の規定

の例により算定した

金額 

ウ （略） 

エ 新たに計画に追加

する建築物（オに掲

げるものを除く。） 

56の項⑴又は⑵の規

定の例により算定し

た金額 

オ （略） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 61～66 （略）     61～66 （略）    

９～11 （略）  ９～11 （略） 
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